
瀬嵐小

瀬嵐小学校沿革史概要

年月日 名称・変遷など

明治９年１０月２１日

江川新助の家屋を借上げて、瀬嵐小学校を創立する。これに
先立ち、校下は瀬嵐・長浦の両区域は外小学校の範囲に属し
ていたが、明治８年に両区域の有志が相談して外小学校分校
を瀬嵐区域設置することを請願したことにより瀬嵐地区に校
舎が設置された。校舎が狭くなり隣家川辺才蔵家を借り受け
て教室に当てる。また、この月外小学校から独立して蘭秀小
学校と称する。

明治１０年１月 隣村の姫崎村を校下に編入する。

明治１０年７月２０日 校舎を新築して移転する。

明治１５年４月 蘭秀小学校を瀬嵐小学校と改称する。

明治１６年１１月
長浦村を分離し、瀬嵐小学校分校とする。同時に姫崎村を分
離する。

明治１８年２月 小学校区域などの変更により中島小学校分校に指定される。

明治１９年
石川県令第５２号を以って簡易科小学校に指定され、修業年
限が３ヶ年となる。

明治２３年４月
小学校令（勅令第２１５号）実施に付き、尋常小学校に指定
され、修業年限が４ヶ年となる。

明治３９年１０月 本校に西岸村立瀬嵐農業補習学校を付設する。

明治４２年４月１日 小学校令が改正され、修業年限が６ヶ年となる。

明治４２年８月１日

瀬嵐・長浦の両校を廃止して瀬嵐尋常小学校を置き、長浦校
を合併し、長浦分教場を設ける。五学年以上の児童は本校に
通学する。また、長浦分教場に西岸村立長浦農業補習学校を
付設する。

明治４３年９月２７日

新校舎を２５日に竣工し、２７日に落成式を挙行する。明治
４２年４月１５日に高沢和七郎所有地ヰ部１１８・１１９番
合併地を校舎敷地とし、クノ部３０番地の旧校舎より移転す
る。

大正５年１０月３０日
東宮殿下北陸行啓を記念して、ク部３７ノ２番地及び１２部
１６ノ甲番地の山林を学林として寄付を受ける。

大正７年４月１日 創立４２周年の記念として蘭秀図書館を創設する。

大正１５年４月１日 長浦分教場が西岸尋常高等小学校の分教場となる。

昭和５年１０月２７日 教育勅語御下賜記念事業として、運動場を拡張する。

昭和９年９月１６日 校下青年団の奉仕によって、校庭登り口石段が修復される。

昭和１１年９月４日 特別教室（３間－５間）を増築し落成する。
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昭和１６年４月１日
小学校令を廃止して国民学校令施行により瀬嵐国民学校と改
称する。

昭和２２年４月１日 学制改革により西岸村立瀬嵐小学校となる。

昭和２４年１１月 講堂・応接室・図書室など新築落成する。

昭和２８年４月１日 西岸村立第二小学校と改称される。

昭和２９年４月１日 町村合併により中島町立西岸第二小学校と改称される。

昭和２９年６月１日 中島町立瀬嵐小学校と改称される。

昭和４０年１０月３０日 創立９０周年記念式典を行う。

昭和４６年７月３１日 机島に水泳教室実施。

昭和５０年１０月３１日 創立百周年記念式典を行う。

昭和５２年４月２６日 PTA総会で瀬嵐小学校制服を決める。

平成４年９月１日
中島町公立学校管理規則の教委規則第１号の改正により、第
二土曜日を休業日とする。

平成７年４月１日
中島町公立学校管理規則の教委規則第１号の改正により、第
二土曜日及び第４土曜日を休業日とする。

平成８年３月３１日
中島町立熊木小学校へ統合に付き、廃校する。３月２７日に
閉校記念式典を行う。


